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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子的に切り替えられる電気モータ（２）を備えた空気脈動装置であって、前記モータ
は、ロータ（１６）及びステータ（１４）を具備し、前記ステータは前記ステータの支持
手段（１０）と接触し、前記支持手段は電気的接地につながれた導電体であり、
　前記ステータの近傍にはシールド（７０，８６，９０，９２）が配置され、前記シール
ド（７０，８６，９０，９２）は前記電気的接地にも電気的に接続されており、
　前記ステータ（１４）は、内部穴（２０）の輪郭の範囲を定める中央壁（１８）を有す
る環状の形状を有し、モータ出力シャフト（８）が前記内部穴（２０）を通過し、
　前記シールド（７０）は、前記ロータ（１６）と前記ステータ（１４）との間で、前記
出力シャフト（８）に対して横方向に配置され、
　前記内部穴（２０）を定める前記中央壁（１８）の内面（２２）は、前記穴の内部に向
かって半径方向に延びる少なくとも１つのリブ（６０）を有し、
　前記少なくとも１つのリブ（６０）は、ピン（６６）によって、実質的に前記内部穴（
２０）の軸に向かって延長されている、
空気脈動装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのリブ（６０）は、それぞれが前記中央壁の前記内面（２２）を延
長する２つの側面（６２）と、前記支持手段（１０）と接触するのに適した接触面（６４
）と、を有することを特徴とする、請求項１に記載の空気脈動装置。
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【請求項３】
　前記接触面（６４）は内側に湾曲し、前記内部穴（２０）の軸上に中心がある円によっ
て前記接触面の曲率が定められることを特徴とする、請求項２に記載の空気脈動装置。
【請求項４】
　前記ピン（６６）は、前記接触面（６４）から突出して延びることを特徴とする請求項
２又は３に記載の空気脈動装置。
【請求項５】
　前記内部穴（２０）を定める前記中央壁（１８）の前記内面（２２）は、規則的な角度
分布に従って配置された少なくとも３つのリブ（６０）を支持することを特徴とする、請
求項１～４のいずれか１項に記載の空気脈動装置。
【請求項６】
　前記支持手段（１０）は、スリーブ（５０）及びプレート（４８）を具備する単一部品
によって形成され、前記スリーブ（５０）の周りには前記ステータ（１４）が取り付けら
れ、前記プレート（４８）は、前記ロータの側とは反対の前記ステータの一方側において
横方向に配置され、前記スリーブ（５０）が前記プレート（４８）から突出して延在する
ことを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項７】
　前記モータの前記出力シャフト（８）は、転がり軸受（５８，５９）を介して前記スリ
ーブ（５０）の内側で回転するように取り付けられていることを特徴とする請求項６に記
載の空気脈動装置。
【請求項８】
　前記支持手段（１０）の前記プレート（４８）は、特に前記ステータのコイルに電力を
供給するための、制御電子回路基板（１２）を支持するヒートシンクを形成することを特
徴とする、請求項６または７に記載の空気脈動装置。
【請求項９】
　前記制御電子回路基板（１２）は、前記スリーブ（５０）とは反対に方向づけられた前
記プレート（４８）の面上に配置されていることを特徴とする、請求項８に記載の空気脈
動装置。
【請求項１０】
　前記シールド（７０）は、前記ステータ（１４）の全部の径にわたって半径方向に延び
ることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項１１】
　前記シールド（７０）は、その中心で穴（７２）によって穿孔された実質的に平坦な環
状形状を有し、前記穴（７２）は、前記モータの前記出力シャフト（８）によって通過さ
れることを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項１２】
　前記シールド（７０）は、前記ステータに形成された孔（３２）と協働可能な少なくと
も１つの固定ねじ（８０）によって、前記ステータ（１４）に固定されていることを特徴
とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載の空気脈動装置。
【請求項１３】
　前記ステータ（１４）の前記内部穴（２０）は、前記内部穴の範囲を定める前記中央壁
（１８）の内径の変更を通じて２つの別個の部分を有し、より大きな径の第１の部分は、
前記シールドの近傍で軸方向に位置決めされたエッジから、より小さな径の第２の部分の
範囲を定める肩部エッジ（２８）まで延在し、固定ネジと協働する前記孔（３２）は前記
肩部エッジに形成されていることを特徴とする、請求項１２に記載の空気脈動装置。
【請求項１４】
　前記シールド（７０）は、少なくとも１つのタブ（７６）を備え、前記少なくとも１つ
のタブ（７６）は、実質的に直角に、前記シールドの前記穴（７２）の範囲を定めるエッ
ジを延長し、前記少なくとも１つのタブ（７６）の自由端は支持エッジ（７８）を有し、
前記シールドが前記ステータ（１４）を覆う位置にある場合には前記タブはこの支持エッ
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ジによって前記肩部エッジ（２８）と接触することを特徴とする、少なくとも請求項１１
及び１２との組み合わせにおける請求項１３に記載の空気脈動装置。
【請求項１５】
　前記支持エッジ（７８）は、前記固定ねじ（８０）の本体が前記孔（３２）内を通過し
てねじヘッドにより前記肩部エッジ（２８）に対して押しつけられることを許容するよう
に配置されることを特徴とする、請求項１４に記載の空気脈動装置。
【請求項１６】
　３つの孔（３２）が、前記ステータ（１４）の前記内部穴（２０）の周囲にわたって１
２０°で均等に分布していることを特徴とする、請求項１２～１５のいずれか一項に記載
の空気脈動装置。
【請求項１７】
　前記シールド（７０）は、前記支持手段（１０）に係合するように前記ステータ（１４
）を通過することによって、前記モータの前記出力シャフト（８）と実質的に平行に延び
る前記少なくとも１つの固定ねじ（８０）を介し、前記電気的接地に接続されていること
を特徴とする、請求項１２～１６のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項１８】
　前記ステータ（１４）は、前記ステータの前記内部穴（２０）を定める前記中央壁（１
８）の前記内面（２２）から突出して配置された少なくとも１つの軸方向ボス（３０）を
有し、前記ボスは、前記少なくとも１つの固定ねじ（８０）が貫通可能な前記孔（３２）
によって軸方向に貫通されていることを特徴とする、請求項１２～１７のいずれか一項に
記載の空気脈動装置。
【請求項１９】
　前記シールド（７０）は導電性材料で作られていることを特徴とする、請求項１～１８
のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項２０】
　前記シールド（７０）は、前記ステータ（１４）のカバーの一部を形成する第１のシー
ルドであり、第２のシールド（８６，９０，９２）をさらに備え、前記第２のシールド（
８６，９０，９２）は、前記ステータと前記支持手段（１０）との間で、前記第１のシー
ルドにより覆われた側とは反対の前記ステータの軸方向側で前記ステータを覆うように配
置されていることを特徴とする、請求項１～１９のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項２１】
　前記第２のシールド（８６，９０）は、前記モータの前記出力シャフト（８）に対して
横方向に延びることを特徴とする請求項２０に記載の空気脈動装置。
【請求項２２】
　前記第２のシールド（８６，９０）は、前記ステータ（１４）の全部の径にわたって半
径方向に延びていることを特徴とする、請求項２１に記載の空気脈動装置。
【請求項２３】
　前記第２のシールド（８６，９０）は、その中心でモータ出力シャフトによって通過さ
れるように貫通された実質的に平坦な環状形状を有することを特徴とする、請求項２２に
記載の空気脈動装置。
【請求項２４】
　前記第２のシールド（８６，９０）は、前記ステータ（１４）に固定されていることを
特徴とする、請求項２１～２３のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項２５】
　前記第２のシールド（９２）は、前記支持手段（１０）の前記プレート（４８）と前記
ステータ（１４）との間で軸方向に延在することを特徴とする、請求項６に従属する場合
における請求項２０に記載の空気脈動装置。
【請求項２６】
　前記第２のシールド（９２）は、前記ステータ（１４）の周囲に支持された複数のプレ
ート（３４）の延長部において実質的に延びることを特徴とする、請求項２５に記載の空
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気脈動装置。
【請求項２７】
　前記第２のシールド（９２）は、環状クラウンリング形状を有することを特徴とする、
請求項２６に記載の空気脈動装置。
【請求項２８】
　前記第２のシールド（９２）は前記プレート（４８）に固定されていることを特徴とす
る、少なくとも請求項６に従属する場合における請求項２５～２７のいずれか一項に記載
の空気脈動装置。
【請求項２９】
　前記第２のシールド（８６，９０，９２）は導電性材料で作られていることを特徴とす
る、請求項２０～２８のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項３０】
　前記ステータは、前記中央壁（１８）の外面（２４）から半径方向に星状に配置された
複数の歯（２６）であって、各々が磁場を生み出す磁気コイルを支持する複数の歯（２６
）も備え、前記複数の歯は、前記中央壁とは反対側のそれらの遠位端において、前記出力
シャフトの軸と実質的に平行に延びる金属プレート（３４）を有することを特徴とする、
請求項１～２９のいずれか一項に記載の空気脈動装置。
【請求項３１】
　前記ステータ（１４）の周りに配置された前記ロータ（１６）は、少なくとも１つの永
久磁石（４６）を支持し、前記少なくとも１つの永久磁石（４６）の前記磁気コイルとの
相互作用によって前記ステータの周りでの前記ロータの回転運動を生成することを特徴と
する、請求項３０に記載の空気脈動装置。
【請求項３２】
　請求項１～３１のいずれか一項に記載の空気脈動装置（１）を少なくとも１つ備える動
力車の加熱、換気及び／又は空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気モータの分野に関し、特に、電子的に切り替えられるモータの分野に関す
る。より具体的には、そのような電気モータを備えた動力車（ｍｏｔｏｒ　ｖｅｈｉｃｌ
ｅｓ）における空気脈動装置に関する。
【０００２】
　本発明による電気モータを備えた空気脈動装置は、例えば、動力車の換気、暖房及び／
又は空調システムにおいて使用される。
【背景技術】
【０００３】
　電子的に切り替えられる電気モータまたはブラシレス直流モータは、ロータ及びステー
タアセンブリを備え、これらの構成要素のそれぞれは電磁要素を担持し、その相互作用は
ステータに対してロータの動きを生成する。ロータとステータは、互いに独立して前記モ
ータに取り付けられており、これらの２つの構成要素の相対的な位置決めがモータの最適
な作動のために正しいことを保証することが重要である。作動中のこれらの２つの構成要
素は電磁放射線を生成し、その電磁放射線は近接して配置された他の電子デバイスの作動
を乱しうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明はこの事情の範囲内にあり、その目的は、空気脈動装置からの電磁波の伝播を制
限することを可能にする電気モータ及び関連する空気脈動装置を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　空気脈動装置は、空気を吸引及び／又は吹き出すことを可能にする装置であると理解さ
れるべきである。
【０００６】
　本発明による空気脈動装置は、電子的に切り替えられる電気モータの出力軸によって回
転駆動されるファンホイールを備え、そのモータは少なくとも１つのロータを備え、その
少なくとも１つのロータは、出力軸に関して回転可能に固定され、ステータ周りに回転す
るのに適している。そのステータは、出力軸が貫通する内部穴の輪郭を画定する中央壁を
有する環状形状を有し、またそれは前記中央壁の外面から半径方向に星状に配置された複
数の歯を備え、複数の歯の各々は電磁場を生成する磁気コイルを支持し、前記複数の歯は
それらの遠位端において中央壁とは反対に金属プレートを有し、それらの金属プレートは
出力軸の軸に実質的に平行に延在する。特に、２つの隣接する金属プレートの間にコイル
の巻線のための通過領域が形成されるように、各金属プレートを配置するために構成が設
けられうる。ステータの周りに配置されたロータは、少なくとも１つの永久磁石を支持し
ており、その永久磁石の、前記電流駆動コイルとの相互作用により、ステータの周りでロ
ータの回転運動を生成する。
【０００７】
　本発明によれば、一方では、ステータが、特に前記ステータの中央壁の内面が、ステー
タが取り付けられる支持手段に接触し、前記支持手段が導電性であり電気的接地に電気的
に接続されるように構成が設けられ、他方では、少なくとも１つのシールドがステータの
近傍に位置付けられ、また前記シールドが電気的接地に対して電気的に接続されるように
構成が設けられる。
【０００８】
　この構成は、電気的接地に連結された導電性包囲体の形成を可能にし、したがって固定
電位に維持され、ステータのコイルにおける電流スイッチングによって生成される電場を
空気脈動装置内で封じ込めることができるシールドを形成し、電場を生成する。
【０００９】
　単独で又は組み合わされて取り入れられる、支持手段に対するステータの電気的接続に
特有の第１の一連の特徴によれば、構成は、以下ために作られることができる：
　－　中央壁の内面は、前記内部穴を、その穴の内側に向かって半径方向に延在する少な
くとも１つのリブを有するように定める；
　－　このリブは２つの側面を有し、それぞれの側面は、中央壁の前記内面及び支持手段
に接触するのに適している接触面を延長する；
　－　接触面が、接触面の曲率が内部穴の軸上に中心がある円によって定められるように
、内側に湾曲される；
　－　少なくとも１つのリブが、実質的に内部穴の軸に向かって、接触面から突き出て延
びるピンによって、延長される；
　－　中央壁の内面は、規則的な角度分布に従って位置決めされた少なくとも３つのリブ
を含むように、中央穴を定める；
　－　ステータの内部穴はテーパ形状を有し、それによってその穴が、プレートに向けら
れたその端部において、ロータに向けられたその端部においてよりも、より大きな径を有
する。
【００１０】
　有利には、支持手段が、スリーブとプレートとを含む単一部品によって形成され、ステ
ータがスリーブの周りにおいて取り付けられ、スリーブにおいてロータに固定された前記
出力軸が回転可能に取り付けられ、スリーブは、前記ロータの側とは反対のステータの一
方側において横に位置付けられたプレートから突出するように、構成は設けられる。ステ
ータのための及びロータのための支持手段として働く単一部品を有するという事実は、ロ
ータとステータとの間の良好な同軸整列を得ることを可能にし、それによってスピードア
ップ及びスローダウンの段階が交互に起こることなどのモータの誤作動のリスクが制限さ
れる。
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【００１１】
　これに関連して、転がり軸受を介してスリーブの内側で回転するように取り付けられる
前記モータの出力軸を提供することが可能である。また、支持手段のプレートは、特にス
テータのコイルに電力を供給するために、制御電子回路基板を支持するヒートシンクを形
成することができ、そして制御電子回路基板は、スリーブとは反対に方向付けられたプレ
ートの面において位置付けられる。
【００１２】
　単独で、又は互いに組み合わされて、そして上述の第１の一連の特徴と組み合わされて
使用される第２の一連の特徴によれば、シールドがロータとステータとの間で出力軸に対
して横になるように位置付けられるように、構成が設けられることができる。
【００１３】
　－　シールドは、ステータの全径にわたって半径方向に延びる；
　－　シールドは、モータ出力シャフトによって通過される穴によってその中心で穿孔さ
れた実質的に平坦な環状形状を有する；
　－　シールドは、ステータに形成された孔と協働可能な少なくとも１つの固定ネジによ
って、ステータ上に固定されている；
　－　ステータの内部穴は、前記内部穴を定める中央壁の内径の変更により、２つの別個
の部分を有し、より大きな径の第１の部分は、シールドの近傍において半径方向に位置付
けられたエッジから、より小さな径の第２の部分の範囲を定める肩部エッジに延在し、前
記孔は、肩部エッジにおいて形成される固定ねじと協働する；
　－　シールドは、シールドの中央穴の範囲を定めるエッジを、実質的に直角に延長する
少なくとも１つのタブを備え、その少なくとも１つのタブの自由端は支持エッジを有し、
そのためシールドがステータを覆う位置にある場合に、この支持エッジによってタブが肩
部エッジに接触する；
　－　支持エッジは、固定ネジの本体が固定孔内に通され、ネジ頭によって肩部エッジに
対して押しつけられることを可能にするように、配置される；
　－　３つの固定孔は、ステータの内部穴の周囲にわたって１２０°で均一に分布してい
る；
　－　シールドは、前記ステータを通過して前記支持手段に係合することにより、モータ
出力軸に実質的に平行に延びる前記少なくとも１つの固定ネジを介して、実質的にゼロ電
位に接続される；
　－　ステータは、前記ステータの内側穴の範囲を定める中央壁の内面から突出して配置
された少なくとも１つの軸方向ボスを有し、前記ボスは、少なくとも１つの固定ネジによ
って通過されることが可能な固定孔によって軸方向に穿孔される；
　－　シールドは、例えばアルミニウムであり得る導電性材料で作られる。
【００１４】
　上述した第２の一連の特徴の主題であったシールドを、ステータのカバーの一部を形成
する第１のシールドとして設けることも可能であり、そのステータがまた第２のシールド
を有し、その第２のシールドは、前記ステータと支持手段との間で、第１のシールドによ
って覆われる側とは反対のステータの軸方向側でステータを覆って配置される。
【００１５】
　異なる変形実施形態によれば、この第２のシールドは、モータの出力軸に対して横方向
または平行に延びることができる。
【００１６】
　第１のケースでは、横方向に延びる第２のシールドを用いて、第２のシールドをステー
タの径の全部にわたって半径方向に延在させるように設けることが可能であり；そして第
２のシールドはまた、その中心でモータ出力軸によって通過されるように貫通された実質
的に平坦な環状形状を有することができる。そして、第２のシールドをステータ上に固定
することができる。
【００１７】
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　第２のケースでは、軸方向に延びる第２のシールドを用いて、この第２のシールドを前
記ステータの周囲で支持された複数のプレートの延長部において実質的に延在させること
が可能である。そして、第２のシールドは、環状クラウンリング（ｃｒｏｗｎ　ｒｉｎｇ
）形状を有することができ、ステータ上に、または直接的にプレート上に固定され得る。
ここでもまた、第２のシールドが、導電性材料で、例えばアルミニウムで、作られること
が有利である。
【００１８】
　本発明はまた、ちょうど先に説明したものに基づく少なくとも１つの空気脈動装置を含
む動力車の加熱、換気及び／又は空調システムに関する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明の他の特徴及び利点は、実施形態の以下の詳細な説明を読むことによって、及び
添付の図面に対する参照の理解するために、明らかになるであろう。
【図１】図１は、本発明による空気脈動装置の斜視分解図である。
【図２】図２は、本発明によって、電磁放射線のための半径方向封じ込め手段を含む空気
脈動装置を概略的に示す。
【図３】図３は、本発明による空気脈動装置において電気モータが装備されているステー
タの斜視図である。
【図４】図３のステータの部分上面図である。
【図５】図５は、空気脈動装置を概略的に示し、本発明によってその空気脈動装置は、電
磁放射線のための半径方向封じ込め手段と、これらの同じ放射線のためのシールドを備え
る軸方向封じ込め手段とを、第１の実施形態に従って備える。
【図６】図６は、第１の変形実施形態による、２つのシールドを備えた軸方向封じ込め手
段及びステータの斜視図である。
【図７】図７は、空気脈動装置を概略的に示し、本発明によってその空気脈動装置は、電
磁放射線のための半径方向封じ込め手段と、これらの同じ放射線のための２つのシールド
を有する軸方向封じ込め手段とを、第２の変形実施形態に従って備える。
【図８】図８は、空気脈動装置を概略的に示し、本発明によってその空気脈動装置は、電
磁放射線のための半径方向封じ込め手段と、これらの同じ放射線のための２つのシールド
を有する軸方向封じ込め手段とを、第３の変形実施形態に従って備える。
【図９】図９は、図８の装置の詳細の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　空気を吸入及び／又は吹き出すことを可能にする空気脈動装置１は、少なくとも１つの
電子的に切り替えられる電気モータ２を含み、その電気モータ２は、その電気モータの出
力シャフト８を介してファンホイール４を回転駆動することができ、そのファンホイール
４はここでは複数のフィン６を有するタイプである。その装置はまた、電気モータ２の支
持、前記装置の構成要素の冷却、及び前記電気モータの制御電子回路基板１２の支持を含
むいくつかの機能を組み込んだ少なくとも１つの支持手段１０を含む。
【００２１】
　電気モータは主に誘導ステータ１４と、ファンホイール４を駆動可能な出力シャフト８
を支持する誘導ロータ１６とを含む。そのステータ１４はモータの支持手段１０に対して
固定され、そのロータ１６は、ステータ１４の周りに配置され、ロータ及びステータに関
連づけられた磁石及び巻線によって生成された磁場の影響下で回転駆動される。
【００２２】
　図３に見られるように、ステータ１４は、内部穴２０の輪郭を画定する中央壁１８を有
する環状形状を有する。中央壁は、内部穴に向かって曲げられた内面２２と、星形に放射
状に配置された複数の歯２６によって延長された外面２４とを有する。
【００２３】
　ステータの内部穴２０は、前記内部穴を画定する中央壁の内径の変更により、区別され
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た複数の部分を有し、より大きな径を有する部分が、中央壁の軸方向端部のエッジから、
より小さな径の内部穴の中央部分を画定する肩部エッジ２８まで延在する。この中央部分
では、ステータは、内面から突出して配置された少なくとも１つの軸方向ボス３０を有し
、前記ボスは、以下に説明するように、固定孔３２によって軸方向に穿孔されている。
【００２４】
　歯のストレート壁の周りに巻かれるように作られる巻線用の当接壁を形成するために、
歯２６は、ストレート壁によって形成され、その近位半径方向端部はステータ１４の中央
壁１８に固定され、その自由遠位半径方向端部はプレート３４によって延長され、そのプ
レート３４は、ステータの全高にわたって延び、ストレート壁よりも幅が広い。各プレー
トは、互いに接着されたシート鋼の異なる層の重ね合わせによって、ストレート壁の反対
側に被覆される。
【００２５】
　ステータ１４は、各々が少なくとも１つ巻線３６を含む複数の相からなる励磁巻線を備
え、その出力は、ここには示されていない電源手段（図３には接続手段３８のみが見える
）に電気的に接続される。
【００２６】
　特定の実施形態では、ステータは、三相構成で巻かれた１２個の歯を含む。ワイヤ巻線
は歯の周りに形成され、各歯は巻線要素を支持する。図３に示すように、歯の端部に担持
されたプレート３４と、そこに接着された金属層とは、それらの間に通路４０のゾーンを
もたらすように寸法決めされており、それは、歯の周りにおいてワイヤの巻き線を行うこ
とを必要とするスペースを許容することができる。
【００２７】
　ロータ１６は、ベル形状であり、前記クラウンリングの端部に配置された閉鎖壁４４及
び環状のクラウンリング４２を有する。閉鎖壁は、クラウンリングの軸線に対して実質的
に直角である平坦な形態、あるいはクラウンリングから明確な距離の内側に湾曲した形態
を有すること可能であり、それはその中心においてモータ出力シャフト８を支持する。
【００２８】
　クラウンリング４２は、ロータがステータを覆うことができるように、ステータの外径
よりも大きな径を有する。クラウンリングは、この被覆位置でステータに向かって曲げら
れた内面を有し、少なくとも１つの永久磁石４６がロータのクラウンリングのこの内面上
に配置される。
【００２９】
　モータが組み立てられる場合、ステータ１４は、クラウンリング４２によって画定され
たロータ１６の本体に配置される。したがって、ロータ１６によって担持される永久磁石
４６が、コイルに電流が供給される場合にステータ１４のコイルによって発生される磁場
において常に位置決めされるように、ロータ及びステータが配置され、ステータの周りに
ロータの回転運動を発生させる。
【００３０】
　本発明による電気モータ２を含む空気脈動装置１では、ロータの閉鎖壁４４がファンホ
イール４に向けて曲げられ、ロータ１４が支持手段１０に面して配置されるように、ステ
ータ１４及びロータ１６が配置される。支持手段は、プレートから突出して配置され且つ
プレートの実質的に中央に現れる内側チャネル５２を有するスリーブ５０及びプレート４
８の形態をとり、それは、ここでは図１に図示するフレーム５４を介し、車両の構造体に
対して固定される。
【００３１】
　プレート４８は、スリーブ５０の内側チャネルの回転の軸線に対して実質的に直角の平
面において延びている。スリーブは、実質的に円筒形であり、ステータ１４の内部穴２０
に収容されることができ、ロータ１６に固定された出力シャフト８を受け入れることがで
き、それによって、この支持手段１０がステータ１４に対するロータ１６の正確な位置決
めを確実にすることが理解されるであろう。スリーブ５０とプレート４８とが一体部品を
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形成していることが、図１，２，６，８、及びより明確には図９において、見ることがで
き、スリーブの及びプレートの分離がこれらの構成要素の一方又は他方の破壊をもたらし
はするが、支持手段は一体部品であることが理解される。図面において、プレート４８は
、ディスク形状を有するが、例えば長方形、正方形、楕円形などの、他の形態をとること
も可能であることが理解されるであろう。
【００３２】
　支持手段のプレート４８は、特にステータのコイルに電力を供給するために、制御電子
回路基板１２を支持するヒートシンクを形成する。制御電子回路基板は、スリーブ５０か
ら離れるように配向されたプレート４８の面上に配置される。
【００３３】
　好ましくは、支持手段１０は金属製である。これにより、ヒートシンクとして働くプレ
ート４８は、熱伝導により電子部品を効果的に冷却することができる。さらに、支持手段
が金属で製造されるという事実は、電子部材によって放射される電磁放射線を遮断するこ
とを可能にし、これらの放射線は電気モータの作動を妨害する可能性がある。さらに、支
持手段が金属製であるという事実は、支持手段１０を介してステータ１４を接地に接続す
ることを可能にする。実際には、支持手段１０のプレート４８は、ここではフレーム５４
を介し、車両の構造体に対して固定され、支持手段がアースに電気的に接続されていると
みなされる。優先的には、支持手段は、軽さの特性及び良好な熱伝導の特性がこの部分に
関連し得るように、アルミニウムで作られる。
【００３４】
　特に図２、図５、図７及び図８に見られるように、ステータ１４は支持手段１０上に固
定され、ロータ１６はステータ１４の周りを回転するように構成される。特に、ステータ
は、スリーブ５０の周りに配置されるが、スリーブの外面と接触しており、その一方で、
ロータ１６は、それが固定される出力シャフト８を介し、スリーブの内側チャネル５２に
受け入れられる。図２及び図３において歯のまわりの巻線の例として示される、コイルワ
イヤの電力供給は、磁場５６を生成し、それはそれが支持する永久磁石４６の影響下で駆
動されるロータの回転を強制する。その結果は、図示されているように、ロータ１６によ
って支持され、転がり軸受を介して支持手段のスリーブ５０内で回転するように取り付け
られたモータの出力シャフト８の駆動である。
【００３５】
　２つの転がり軸受け５８，５９がスリーブ５０の内側チャネル５２内に挿入され、ロー
タ１６によってそうしないと回転駆動されるモータの出力シャフト８のための回転ガイド
として機能する。これらの転がり軸受は、概略的に図示されているように、ボールベアリ
ングとしうるが、それらはローラー、ニードル、或いは他のそのようなベアリングの形態
をとりうることができることが理解されるであろう。
【００３６】
　空気脈動装置１のファンホイール４は、ステータ１４及び支持手段１０とは反対に延在
するモータの出力シャフト８の自由端に固定され、その周囲に配置された複数のフィン６
を備える。ロータの回転は、ホイールを回転駆動し、それはフィンを介してパルス状の空
気を生成するのに寄与する。
【００３７】
　本発明によれば、ロータ１６及びステータ１４によって形成された電気モータ２は、モ
ータ及び空気脈動装置からの電磁放射線の伝播を回避するための封じ込め手段も含むこと
が特に注目される。
【００３８】
　特に、モータは、放射状封じ込め手段、すなわちモータの出力シャフトの軸線に対して
直角に、これらの電磁放射線の半径方向の伝搬を回避することを可能にする手段、を含む
。
【００３９】
　前記ステータの中央壁１８の内面２２は、プレート４８から突出して配置されたスリー
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ブ５０と接触しているが、スリーブ５０及びプレート４８によって形成された一体部品は
金属であり、実質的にゼロ電位に接続されていることが理解される。その結果、ステータ
１４の外周上のプレート３４上に配置された金属層はゼロ電位にされ、ファラデーケージ
に相当することによって、半径方向封じ込め手段を形成する。
【００４０】
　これらの放射状封じ込め手段が有効であるために、プレート３４のゼロ電位への正確な
電気的接続を確実にすること、したがってステータ１４と支持手段１０との間の良好な接
触を確かにすることが重要である。
【００４１】
　図３及び図４には、この良好な接触を確実にするための手段が示されており、これは、
特に、ステータ１４の内部穴２０を定める中央壁１８の内面２２が、内部穴２０の内側に
向かって半径方向に延在する少なくとも１つのリブ６０を有するという事実によって得ら
れる。このリブ６０は、中央壁１８の前記内面を各々が延長する２つの側面６２と、支持
手段のスリーブと接触可能な接触面６４とを有する。接触面６４は、接触面の曲率が内部
穴２０の軸上に中心がある円によって定められるように、内側に湾曲されている。ステー
タの内部穴２０がこれらのリブ６０の３つを含み、これらのリブ６０は、規則的な角度分
布に従って、本ケースでは１２０度で、配置されている。このようにして、支持手段の円
筒状のスリーブを受け入れるように、円形部分のシートが作り出されている。
【００４２】
　また構成は、支持手段のスリーブとステータとの間の接触をより一層効果的に確実にす
るために、有利には少なくとも１つのリブ６０を変更し、特に、接触面６４から突出して
延在するピン６６によって、それを、実質的に内部穴の軸に向けて延長するように設けら
れることができる。有利には、図示のように、このピン６６は、スリーブがステータの内
部穴内に嵌め込まれた場合に破損しないように十分に堅固なスパイクの形態をとることが
でき、これらのリブ６０の各々はそのようなピン６６を支持することができる。
【００４３】
　図示されていない変形例によれば、テーパ形状を有するようにステータの内部穴２０を
設けることが可能であり、それによりその穴は、プレート４８に向けられた曲げられたそ
の端部において、ロータに向けられた曲げられたその端部におけるよりも、大きな径を有
し、ステータ１４が取り付けられている支持手段のスリーブ５０の外形も、テーパ形状を
有するように設けることが可能である。このようにして、ステータが支持手段上に取り付
けられた場合に、スリーブの全周にわたって接触が保証される。
【００４４】
　第１の部分が、プレートの直接的な延長部において、スリーブの自由端まで第１の部分
を延長する第２の部分よりも大きな外径を有するように、軸方向に二つの区別された部分
を持つようにスリーブ５０を設けることも可能である。このようにして、２つの部分の間
に肩部が形成され、それがスリーブの周りに挿入される際に、この肩部上にステータが当
接することができる。そのような肩部６８は、例えば図９に示すように見ることができる
。そのような構成は、いくつかの接触領域を確保し、したがって支持手段とステータとの
間の良好な電気的接続を確保するように、場合によっては前述のピン６６を備えるリブ６
０の存在と組み合わされるべきである。
【００４５】
　ここで、導電性材料で、特にアルミニウムで、作られ、接地に電気的に接続された少な
くとも１つの追加のシールドの存在から、封じ込め手段が構成されるという点で、特定の
実施形態の説明が続く。特に、そのようなシールドをステータ１４の一方の側または他方
の側に、または両側に、配置するように、構成が作られうる。
【００４６】
　図５において、モータ２は第１のシールド７０を備え、第１のシールド７０は、ステー
タ１４とロータ１６との間で、出力シャフト８に対して横方向に配置され、電磁放射線の
ための軸方向の封じ込め手段を形成する。効果的な封じ込め手段を形成するために、第１
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のシールド７０は、ステータの全径にわたって横方向に延びる。
【００４７】
　図６に示すように、第１のシールド７０は実質的に平坦な環状形状を有し、その実質的
に平坦な環状形状は、ロータ１６とステータ１４との間に延在するモータの出力シャフト
８によって通過されるように、穴７２によってその中心で穿孔されるように、構成が設け
られることができる。
【００４８】
　第１のシールド７０は、実質的にシールドの中央でステータ１４上に固定されている。
また、ねじ止めに基づいて設けられた固定手段は、この第１のシールド７０が接地に接続
されることを可能にする。このために、第１のシールド７０は、第１のシールドの中央穴
７２の範囲を定めるエッジを実質的に直角に延長する少なくとも１つのタブ７６を含む。
このタブの自由端は、タブの残りの部分に対して直角に折り返された支持エッジ７８を有
し、第１のシールド７０がこのステータ１４を覆う位置にある場合には、ステータと接触
し、より具体的にはステータ１４の内部穴２０の肩部エッジ２８と接触する。第１のシー
ルドは、このタブの支持エッジ７８がステータの厚みに作られた固定孔３２の周りに配置
されるように、角度配置される。
【００４９】
　支持エッジ７８は、対応する固定孔３２内にこのねじを挿入するために、モータ出力シ
ャフトに実質的に平行に延びる固定ねじ８０の本体のための通路を許容するように、また
ねじヘッドによって肩部エッジ２８に対して押し付けられるように、配置される。
【００５０】
　図示されているように、第１のシールド７０は、シールドの中央穴の周囲にわたって１
２０°で均等に分布した３つの固定タブ７６を含み、３つの固定ネジ８０によってステー
タに対して第１のシールドが押しつけられるように多数の固定孔３２が設けられる。
【００５１】
　有利には、第１のシールド７０の電気的接地のために固定ネジ８０を使用するように構
成が設けられ、この接地は、第１のシールドが電磁放射線の伝播を制限することを可能に
するために必要である。
【００５２】
　第１のシールド７０は、固定ネジ８０のうちの少なくとも１つを介して接地されており
、その固定ネジ８０は、この目的のためにステータ１４を貫通してステータの他方の側で
プレート４８上に係合する。図５に示すように、この固定ネジ８０は、ステータ１４を貫
通して形成された滑らかな固定孔を貫通し、プレートに形成されたねじ孔８２に係合する
。３つの固定ネジの各々は、そのような構成を有することができ、あるいは固定ネジ８０
の１つのみがステータ１４を貫通してプレート４８に係合し、他の２つの固定ネジがステ
ータの本体における固定ねじ孔３２と協働するようにより短いことが理解されるであろう
。シールドの電気的接続及びその接地は、金属プレート４８、プレートに係合された少な
くとも１つの金属固定ねじ８０、及びシールドのタブ７６とねじヘッドとの間の接触を介
して行われる。
【００５３】
　ここで、特に図６～８を参照して、ステータのより有効な被覆を形成するように２つの
シールドが設けられている特定の実施形態の説明が続く。第１のシールド７０は、ロータ
１６とステータ１４との間で前述したようにステータ１４を覆うように配置され、第２の
シールドは、前記第１のシールド７０によって覆われる側とは反対のステータ１４の軸方
向側、すなわち前記ステータ１４とプレート４８との間、に配置される。またこの第２の
シールドは、第１のシールドと同様に、例えばアルミニウムのような導電性材料で作られ
ている。
【００５４】
　プレートの存在により、この第２のシールドはいくつかの変形を有することができる。
図６に示す第１の変形例では、第２のシールド８６は、モータ出力シャフトの軸に対して
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横方向に延びており、それは、ステータに関してそれと対称であることによって、前述の
第１のシールドと同様の形態を有する。このように、第２のシールドは、ステータの全径
にわたって半径方向に延び、支持手段のスリーブによって通過されるようにその中心で穿
孔された実質的に平坦な環状形状を有する。第２のシールドは、第１のシールドと同様に
、ステータにねじ込まれる固定タブ８８を含む。先に説明した固定ネジ８０のうちの少な
くとも１つは、プレートにおけるネジ孔と協働し、第２のシールド８６をステータ上に押
し付けるここには示されていないナットと係合するのに十分に大きい高さにわたってねじ
留めされている。したがって、第１のシールド７０及び第２のシールド８６は、同じ実質
的にゼロ電位で接地され、電磁放射線の最適な軸方向の閉じ込めが確保される。
【００５５】
　図７に示す第２の変形例では、第２のシールド９０は、ちょうど述べたように、モータ
出力シャフト８の軸を横切っており、ステータ１４の全径にわたって半径方向に延び、実
質的な平坦な環状の形態を有する。しかしながら、第２のシールドは、支持手段１０のス
リーブ５０にその中心穴において取り付けられる点で、第１のシールドとは実質的に異な
る。第２のシールド９０の接地は、それ自体がアースに接続されているプレート４８に固
定されたスリーブ５０との接触によって行われる。アースに接続される１つの同じ部分を
支持手段１０のプレート４８及びスリーブ５０が形成する場合にのみ、そのような変形実
施形態が可能になることが理解されよう。これに関連して、ステータがゼロ電位に接続さ
れたスリーブに取り付けられる場合、図７及び図８が、ステータに固定され、従ってプレ
ートに係合するように通過する手段を有する必要がなく接地される第１のシールドを示す
ことが分かる。
【００５６】
　図８及び図９に示す第３の変形例では、第２のシールド９２は、実質的に、前記ステー
タ１４の周囲で支持されたプレート３４の延長において、軸方向に延在することができ、
そして第２のシールド９２は環状クラウンリング形状を有する。この場合、第２のシール
ドをステータ１４上またはプレート４８上に固定することが可能であり、この後者の場合
は図示されている。そして第２のシールド９２の固定は、スリーブ５０の周りでプレート
４８から突出して配置された第２のスリーブ９６において対応のねじ穴と協働する第２の
固定ネジ９４によって行われる。クラウンリングを直角に延長する固定タブ９８は、接地
部及び第２のスクリーンの固定を確実にする。
【００５７】
　上記の説明は、どのように本発明がそのために設定された目的を達成することを可能に
するかを説明することを目的としており、特に、製造が簡単で、取り付けが簡単で、特に
効果的な封じ込め手段の生成によって、電磁放射線を封じ込める空気脈動装置を提案する
。半径方向の封じ込めと軸方向の封じ込めとの両方によって、封じ込めがすべての方向に
おいて可能になることは特に注目に値し、この軸方向の封じ込めはステータとロータとの
間に、及びステータとプレートとの間に、もたらされる。
【００５８】
　しかしながら、本発明は、図１～図９に照らして明示的に記載された実施形態に適合す
る空気脈動装置のみには限定されない。一例として、本発明の範囲から逸脱することなく
、シールドの形態を変更することが可能であり、なぜならばそれはステータの少なくとも
１つの側をしっかりと閉鎖する箱部分の良好な部分を形成するからである。変形実施形態
では、シールドをステータまたはプレートに固定するための手段が、特にシールド接地手
段とは異なることによって、異なる形態を有することができることも理解されよう。
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